
熊本県行動援護従業者養成研修事業者指定要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるも

の」（平成１８年厚生労働省告示第５３８号）及び「居宅介護従業者養成研修等につい

て」（平成１９年１月３０日障発第０１３０００１号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部長通知）に基づく行動援護従業者養成研修（以下「研修」という）を実施する者

（以下「事業者」という）の指定に関し必要な事項を定める。 

 

（指定の要件） 

第２条 指定の要件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 事業者に関する要件 

ア 研修を適正かつ円滑に実施するために必要な能力及び事業の安定的運営に必要

な財政基盤を有する者であること。 

イ 当該指定に係る事業所の所在地が、熊本県内であること。 

(2) 研修の内容に関する要件 

ア 研修の目的は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等

であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等の特性や評価、支援計画シー

ト等の作成及び居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するため

に必要な援護等に関する知識及び技術を習得することであること。 

イ 修業年限は、原則として２月以内であること。ただし、地域の実情等により、や

むを得ない場合については、４月の範囲内として差し支えない。 

ウ カリキュラムが、別紙に定めるカリキュラムの内容以上のものであること。 

エ 講義、演習を担当する講師は、別紙に定める講師の基準を満たした適切な人材で

あり、適当な人数確保されていること。 

オ 演習は行動援護に関する実習を行うことでも差し支えない。この場合において、

実習指導者は別紙に定める基準を満たした適切な人材であること。また、適切な実

習実施計画が定められていること。 

カ 継続的に毎年１回以上開催すること。ただし、第４条第３項の規定による休止の

届出をしたときは、この限りではない。 

キ 研修は原則として熊本県内において行うこと。 

(3) その他の要件 

ア 受講者に研修の内容等を明示するために、少なくとも次に掲げる事項を明らかに

した学則等を定め、これを公開すること。 

(ア)開講目的 

(イ)研修の事業（以下「研修事業」という）の名称 

(ウ)実施場所 

(エ)研修期間 

(オ)カリキュラム 

(カ)講師氏名 



(キ)研修修了の認定方法 

(ク)開講時期 

(ケ)受講資格 

(コ)受講手続 

(サ)受講料等 

イ 研修への出席状況及び修了者名簿等受講者に関する状況を確実に把握し、保存す

ること。 

ウ 研修事業の経理は他の事業の経理と明確に区分し、会計帳簿、決算書類等研修事

業の収支を明らかにする書類を整理すること。 

エ 研修事業の運営上知り得た受講者に係る秘密の保持について、十分に留意するこ

と。 

オ 受講者が演習等において知り得た個人の秘密の保持について、当該受講者が十分

に留意するよう指導すること。 

カ 研修事業の名称以外の名称を使用したり、指定を受けた事業者の名称と異なった

名称で受講者を募集したりするなど、受講者に誤解を与えるような行為をしてはな

らないこと。 

キ 受講者の募集は、指定を受けた後に行うこと。 

 

（指定の申請） 

第３条 事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書（別

記第１号様式）により、研修事業を開始する日又は募集を開始する日のいずれか早い日

の３０日前までに、知事に申請を行うものとする。 

(1) 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、法人の名称及び主たる事務所の所在地） 

(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地 

(3) 研修事業の名称 

(4) 事業開始予定年月日 

２ 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 研修事業の開始年度における事業実施計画書（別記第２号様式）及び当該計画に係

る次に掲げる書類 

ア カリキュラム及び日程表（別記第３号様式） 

イ 講師一覧（別記第４号様式） 

ウ 講師履歴（別記第５号様式） 

エ 演習に代えて行動援護に関する実習を行う場合は、実習計画書（別記第６号様式）

及び実習事業所等承諾書（別記第７号様式） 

(2) 第２条第３号アに規定する学則等 

(3) 研修事業の開始年度及び次年度の収支計画 

(4) 申請者の資産状況（貸借対照表等） 

(5) 定款、寄附行為その他の規約 

(6) 第６条第１項に規定する修了証明書及び修了証明書（携帯用）の見本 

(7) その他知事が必要と認める書類 



（変更並びに休止、再開及び廃止の届出） 

第４条 指定を受けた事業者（以下「指定事業者」という）は、次に掲げる事項に変更が

あったときは、１０日以内に知事に変更届出書（別記第８号様式）により届け出なけれ

ばならない。 

(1) 指定事業者の氏名及び住所（法人にあっては、法人の名称及び主たる事務所の所在

地） 

(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地 

(3) 研修事業の名称 

(4) 学則等 

(5) 定款、寄付行為その他の規約（当該指定に係る研修事業に関するものに限る） 

(6) その他知事が必要と認める事項 

２ 指定事業者は、前条第２項第１号の事業実施計画書のうち、次に掲げる事項に変更が

あるときは、あらかじめ知事に変更届出書（別記第８号様式）により届け出なければな

らない。 

(1) カリキュラム 

(2) 講師 

(3) 講師の担当科目 

３ 指定事業者は、研修事業を休止（研修を年１回以上実施しないことが明らかであり、

かつ、廃止する予定のないことをいう。）したとき、研修事業を休止した後に再開した

とき及び研修事業を廃止したときは、１０日以内に知事に休止・再開・廃止届出書（別

記第９号様式）により届け出なければならない。 

 

（事業実施計画書の提出及び変更の届出） 

第５条 指定事業者は、毎年度、事業を開始する日又は募集を開始する日のいずれか早い

日の３０日前までに、知事に事業実施計画書（別記第２号様式）を提出しなければなら

ない。 

２ 前項の事業実施計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) カリキュラム及び日程表（別記第３号様式） 

(2) 講師一覧（別記第４号様式） 

(3) 講師履歴書（別記第５号様式） 

(4) 演習に代えて行動援護に関する実習を行う場合は、実習計画書（別記第６号様式）

及び実習事業所等承諾書（別記第７号様式） 

(5) 募集要項等の募集期間、募集対象者及び募集人員が明記されている書類 

(6) 事業収支予算書 

(7) その他知事が必要と認める書類 

３ 前項第３号の講師履歴書は、既に提出した従前の事業実施計画書に添付した講師のも

のについては、添付を省略することができる。ただし、知事が必要と認める場合は添付

するものとする。 

４ 指定事業者は、第１項の事業実施計画書のうち、次に掲げる事項に変更があるときは、

あらかじめ知事に変更届出書（別記第８号様式）により届け出なければならない。 



(1) カリキュラム 

(2) 講師 

(3) 講師の担当科目 

 

（修了証明書の交付及び修了者名簿の作成等） 

第６条 指定事業者は、研修を修了した者に対して、修了証明書（別記第１０号様式）及

び修了証明書（携帯用（別記第１１号様式）を交付しなければ）ならない。 

２ 指定事業者は、修了者名簿（別記第１２号様式）を作成し、管理しなければならない。 

 

（事業実施報告書の提出） 

第７条 指定事業者は、毎年度、研修事業の終了後６０日以内に、知事に事業実施報告書

（別記第１３号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の事業実施報告書には、次に掲げる書類を原本証明のうえ添付しなければならな

い。 

(1) 第６条第２項に規定する修了者名簿の写し 

(2) 受講者出席簿の写し 

(3) 演習に代えて行動援護に関する実習を行った場合は、実習修了証明書（別記第１４

号様式）の写し 

(4) 事業収支決算（見込み）書の写し 

(5) その他知事が必要と認める書類 

 

（事業に関する必要な指示） 

第８条 知事は、指定事業者に対して、事業に関する情報の提供、事業内容の変更その他

の必要な指示を行うことができるものとする。当該指示を受けた指定事業者はこれに従

わなければならない。 

 

（指定の取消し） 

第９条 知事は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、指定を取り消すことが

できるものとする。 

(1) 指定事業者が、第２条に定める事項に適合しなくなったとき 

(2) 指定事業者が、虚偽の申請、届出又は報告等を行ったとき 

(3) 指定事業者が、研修事業の実施に関し、不正な行為があったとき 

(4) 指定事業者が、第８条に定める指示に従わないとき 

 

附則 

この要綱は、平成１９年２月９日から施行する。 

この要綱は、平成２７年５月１９日から施行する。 

この要綱は、令和元年１０月７日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 


